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特定非営利活動法人の申請や届出手続について 

 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）は、法令に基づき各種の手続を行う必要があります。この手

引は、ＮＰＯ法人の皆さんが群馬県に申請や届出をする場合の手続を説明しています。法人運営

事務の参考としてください。 

なお、この手引に記載されている申請や届出の様式は、群馬県ホームページからダウンロード

することができます。 

（UＲＬ：https://www.pref.gunma.jp/site/npoborantia/） 

 

※＜事務の権限が移譲されている市町村＞にのみ事務所を置く法人の各種手続きについては、そ

れぞれの市町村へお問い合わせください。 

 

＜事務の権限が移譲されている市町村＞ 

 館林市、藤岡市、玉村町、明和町１ １    う１    う１     

１    う１    う１    う１    う１    う１     

１    う１    う１    う１    う１    う１     

１    う１    う１    う１    う１    う１     

１    う１    う１    う１    う１    う１     

１    う１    う１    う１    う１     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請・届出様式は 

ウェブサイトから♪ 
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この手引では、次の略称を使用しています。 

法……特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号） 

条例…特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年群馬県条例第３８号） 

規則…特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成１０年群馬県規則第７８号） 


